
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

                    平成２８年１１月１５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 
口出し線式直管形ＬＥＤランプ 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

本製品は、口出し線を有し電源が内蔵された直管形ＬＥＤランプであり、改造し 

た既存の蛍光灯器具に取り付け使用するものである。 

 

○構造、仕様、意匠 

両端にＧ１３口金と同形状のピンを有し、改造を施した蛍光灯器具のＧ１３ソケ

ットに取り付けることができる構造であるが、Ｇ１３口金形状のピンは機械的に支

持するためだけに使用され、電源の供給は当該口金からではなく口出し線を屋内配

線に接続することによって行われる。 

また、蛍光灯器具を使用せずに、両端のＧ１３口金形状のピン部分にキャップを

被せ、固定金具により天井等に固定して使用することもできる。 

 

定格：１００Ｖ－２４０Ｖ、５０／６０Ｈｚ、２４Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

特定電気用品以外の電気用品のうち、光源及び光源応用機械器具の「エル・イー・

ディー・電灯器具」として取り扱う。 

 

（理由） 

 

本製品は、直管形の「蛍光ランプ」に類似した外観をもつが、両端のＧ１３口金

形状のピンは機械的に支持するためだけに使用され通電される口金として使用し

ていないことから、「エル・イー・ディー・ランプ」とは言えない。また、口出し

線により電源の供給を受ける照明器具取付け用ＬＥＤ光源と見なし、ＬＥＤモジュ

ール（部品）と解釈することもできるが、単独で使用することのできる構造であり

電気用品として完成していることから、「エル・イー・ディー・電灯器具」として

取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 

 


